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（３）計画の対象【国指針１：対象となる空家等の種類】 
・本計画の対象とする空き家等の種類は、法や条例に基づく「空き家等」及び法に基づく

「特定空家等」とします。 

・なお、「空き家等」は、共同住宅や長屋で、一部住戸のみが空き室となっているものは対
象としていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）計画の対象地区【国指針１：対象地区】 
・高齢化等の進展の社会情勢の変化に伴い、市内全域において空き家等の発生が増加する

と考えられるため、対象地区は市内全域とします。 

 

（５）計画の期間【国指針２：計画期間】 
・計画の期間は、平成３１年度からの５年間とします。 

ただし、社会経済情勢の変化や、国や都の各種施策等に応じて計画内容や期間の見直し
ができることとします。 

  

・共同住宅については、１棟のうち一部住戸のみが空き室となっているものにつ
いては、本計画の対象外となりますが、全ての住戸が空き室となった場合には、
空き家等として本計画の対象となります。 

■空き家等 

・現に居住その他の使用がなされてい
ない建築物等を広く含める「空き家 

 等」をいいます。 
 

■特定空家等 

・法第２条第２項に定める「特定空家
等」をいいます。 
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